
写
真

※ 右欄の日までの間、特別永住者証明書として用いることができます

平成２４年７月９日から、新しい在留管理制度がスタートすることに伴い、
外国人登録証明書の本人確認書類としての取扱いが変わります。

○ 特別永住者又は中長期在留者が所持する外国人登録証明書は、平成２４年７月９日以降も
一定の期間、引き続き本人確認書類として用いることができます。
※ それ以外の人が所持する外国人登録証明書は、本人確認書類として用いることはできません。

○ 本人確認書類として用いることができるかについては、下記の要領に従って確認をお願い
します。

「 特別永住者」、「永住者」、「特定活動」、
「短期滞在」、「在留の資格なし」、その他のいずれ
であるかを確認します。
※ 変更されている場合には裏面に記載があります。

② 在留期間

③ 次回確認（切替）申請期間

① 在留の資格

「在留期限」から、在留期間の長さを確認します。

※ 更新されている場合には裏面に記載があります。
※ 平成２４年７月９日の直前に在留期間更新許可等を
受けた外国人は、更新された在留期間が裏面に記載さ
れていない場合がありますので、券面上の在留期限を
経過している場合には、旅券等により本人確認を行う
こととしてください。
※ そのほか券面のみでは在留期間が明らかとならない
場合がありますので、そのような場合には、旅券等に
より本人確認を行うこととしてください。

平成２７年７月８日より前かを確認をします。

生年月日
本人の年齢を確認します。

在

留

の
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①特別永住者

①その他

①短期滞在・在留の資格なし

在

留

期

間

②３月を
超える場合

②３月以下の場合
平成２４年７月９日以降
本人確認書類として
用いることはできません
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①
永住者

１６歳以上 平成２７年７月８日

１６歳未満 平成２７年７月８日又は１６歳の誕生日のいずれか早い日

①②
特定活動
かつ

在留期間が
５年又は４年
の者

１６歳以上 在留期間の満了日又は平成２７年７月８日のいずれか早い日

１６歳未満
在留期間の満了日、平成２７年７月８日又は１６歳の誕生日の
いずれか早い日

上記以外
の者

１６歳以上 在留期間の満了日

１６歳未満 在留期間の満了日又は１６歳の誕生日のいずれか早い日

１６歳未満 １６歳の誕生日

１６歳以上

③
次回確認（切替）申請期間が
平成２７年７月８日までに

到来する者

平成２７年７月８日

上記以外の者 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日

※ 右欄の日までの間、在留カードとして用いることができます

※ 右欄の日までの間、特別永住者証明書として用いることができます
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